
 

病（後）児保育・一時保育 事前登録について 

病児保育は未就学児～小学校 6 年生 

一時保育は未就学児  が利用できます 
 

１．  下記必要書類をご準備ください。 

２． 登録前健診の予約をお取りします。きょうだいで登録もできます。 

３． 健診日に登録手続きを行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 必要書類（HP からもダウンロード可能です） ☑  

1 保育利用申込書  

2 児童票  

3 病（後）児保育利用同意書  

4 保護者の身分証明書の写し  

5 児の健康保険証の写し  

6 乳幼児医療証の写し  

７ 母子手帳  

８ たまご登録料 1200 円 

（きょうだい割あり、年 1 回更新） 

 

９ 登録前健診 健診費：3000 円（年 1 回更新） 

  年  月  日（ ）  時  分 

石垣クリニックにお越しください。 

 


